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消防計画 

（目的） この計画は、消防法第８条第１項に基づき、鳶ヶ池中学校における消防管理業務について

必要な事項を定め、火災、人災及びその他の災害の未然防止を図り、万一の災害発生に際し

ては、避難誘導することを第一とし、生徒の生命安全に万全を期し、合わせて関係機関への

通報、初期消火など施設の被害をも最小限にとどめることを目的とする。 

 

（消防計画の適用範囲） 

この計画は、鳶ヶ池中学校の生徒及び教職員に適用する。 

 

（防火管理者の権限と業務） 

        防火管理者は、校長とし、この計画についての一切の権限を有し、校務分掌上における防

災担当と共に次の業務を行うこととする。 

      ①消防計画の作成及び変更 

      ②消化、通報、避難訓練の計画とその実施 

      ③建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の自主検査 

      ④火気の使用または取り扱いに関する指導監督 

      ⑤収容人員の把握と安全管理 

⑥管理権限者に対する助言及び報告 

      ⑦その他防火管理上必要な業務 

  

（消防機関への通報及び連絡） 

       防火管理者は、次の業務について消防機関への通報届け及び連絡を行うものとする。      

①消防計画の提出 

      ②建築物及び諸設備の設置または、変更の事前連絡ならびに法令に基づく諸手続き       

③消防用設備等の点検結果の報告 

      ④自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請 

⑤その他防火管理について必要な事項 

 

 （予防管理組織） 

       火災の予防及び地震時の火災防止を図るため、防火管理者のもとに、火元責任者を定めるほ

か、建築物、電気、ガス設備、火気使用設備器具、危険物施設等の点検等を常時励行すると共

に、自衛消防隊を置く。 

      予防管理編成は、別表によるものとし、その任務は次のとおりとする。 

①担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理 

②日常における火気使用設備器具等の使用状態の適否の確認 

③地震時における火気使用設備器具の出火防止措置 

④防火管理者の補佐 

 



予防管理組織 

通報連絡係＝教頭、主任、ほか職員室にいる教員 

                  避難誘導係＝授業担当者及び職員室にいる教員 

                  消化係＝火元近くの教職員 

                  救護係＝養護教諭 

搬出係＝教頭及び支持を受けた教員 

 

                ＜南舎１Ｆ＞ 

                教育相談室（校長）         

                 校長室（校長）             

                 研究資料室（校長）         

                 放送室（教頭） 

                 職員室（教頭）                

                 休養室・シャワー室・更衣室（教頭）                 

                 印刷室（教頭）                 

                 用務員室（用務員） 

                 教材室（教頭）                

                あおぞら教室（学級担任） 

                 保健室（養護教諭）            

                 １・２階トイレ（教頭） 

                学校林倉庫（教頭） 

                鳶島倉庫（教頭） 

                旧売店（教頭） 

＜南舎２Ｆ＞  

                資料室（教頭） 

                ホール（教頭） 

                生徒会室（生徒会担当者） 

                そよかぜ（学級担任） 

                 通級教室（教頭） 

                １年教室（各学級担任）              

                 ２年教室（各学級担任）      

                東ホームベース（１年学年主任） 

                 

＜北舎１Ｆ＞ 

                ＰＣ室及び準備室（技術科担当教員） 

                図書室及び準備室（図書担当教員） 

                 被服室・調理室及び準備室（家庭科担当教員） 

＜北舎２Ｆ＞ 

                ３年教室（各学級担任）  

                ２Ｆ視聴覚教室（教頭） 

                ２Ｆロッカールーム（３年学年主任）  

                特別教室（教頭） 

                学習支援室（不登校担当） 

＜北舎３Ｆ＞ 

                 理科教室及び準備室（理科担当教員） 

                 生物室（理科担当教員）             

音楽室及び準備室（音楽科担当教員） 

＜別棟＞ 

                 美術室及び準備室（美術担当教員） 

                 木工室及び準備室（技術科担当教員） 

体育館及びプール施設（体育科担当教員） 

火元責任者 



（防災教育）防災教育の内容は、次によるものとする。 

①予防組織、消防組織の周知徹底を図る 

②防火管理上の重要な事項を教育する 

③災害対策として、使用火気の消火と避難場所を周知する 

 

（訓練の実施） 

年一回以上総合訓練（通報、避難誘導、初期消火）、基礎訓練（消火器の取り扱い、避難 

誘導の方法）を行う 

 

（自衛消防隊の設置） 

自衛消防隊長は校長とし、そのもとに自衛消防隊を置き、その任務は次の内容とする。 

①通報連絡係    ・火災発生に際し消防署１１９番への通報と確認 

・校内への出火の通報連絡 

              ・関係官公庁への連絡 

 

②避難誘導係  ・火災損他の非常事態に際して、機を失せず通路、出口、避難場所等要  所

に位置して、生徒の誘導にあたる。 

 

③消火係    ・消火設備点検整備及び操作訓練に努め、災害発生時に際しては初期消 火

活動に当たり、消防隊到着後はその作業に協力する。 

 

④救護係    ・負傷者の救護にあたる。  

⑤搬出係    ・重要書類及び重要物件の非常持ち出しにあたる。 

 

この規定は平成２５年４月１日より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 



火災避難訓練（実施計画） 

１．目 的 

火災に際し、生命安全を守るために生徒個々及び集団が迅速、かつ適切な行動ができるよう 

に訓練を行う。 

２．訓練のねらい 

（１）発生した火災に対し、生徒が迅速かつ適切に、しかも安全に避難して生命を守る行動ができる

ようにする。 

（２）規律ある集団行動の訓練を通し、防災に対する意識を高める。 

３．日 時 

      年   月   日（   ）  

４．想 定 

○時間目開始５分後、調理室より出火、周囲に延焼中。（発煙筒使用予定） 

５．訓練参加者（生徒；    名、 教職員    名） 

６．日程及び訓練内容 

（１）出火場所発見・職員室への連絡 

近くを通りかかった教員が、（ 調理室 ）からの出火発見。職員室へ連絡。 

（２）初期消火活動 

    非常電話及び消火器を持ち、出火場所に向かい、初期消火に努める。（教員2名） 

（３）初期消火の失敗 

    初期消火できず。非常電話で職員室に連絡。 

（４）火災報知器発動、出火通報、避難命令放送 

   「（ 調理室 ）で、火災が発生しました。」 

「生徒のみなさんは先生の指示に従って避難してください。」 

   （※火災発生時の避難方法、避難場所等は十分に知らせておく。） 

・校内放送…教頭、 消防署…事務、 市教委…校長 

  ・非常持ち出し…事務、管理職（今回は確認のみ） 

（５）出入り口に近い者から廊下に出て、物は持たずに、上履きのまま避難する。 

    ※１ 避難行動は、教員の指示に従い安全を確かめながら迅速に行動する。 

    ※２ 肢体不自由の生徒は、車いす又は教員が背負い避難する。 

  ・今回の避難経路 

   北舎１階→運動場 

   北舎２・３階→北舎東階段→運動場 

   南舎１・２階→南舎東階段→運動場 

（６）避難場所（運動場中央北）に到着後、その場にクラス別に整列し腰をおろす。 

（７）代表委員が生徒数を確認し学級担任へ報告。学級担任は校長へ避難完了の報告。 

   「○年○組、全員退避しました。」＜代表委員→学級担任→校長＞ 

（８）消火器実施訓練（消防署員の指導） 

 



（９）講評（校長、南国市消防署員）…司会進行（教務） 

（10）訓練終了後、上履きを拭いて各教室に上がる。 

     （３年…西足洗い場、 ２年…東足洗い場、 １年…南舎東から ） 

７．避難態度・行動上の指導事項 （まず真剣な姿勢で臨ませること） 

（１）放送や伝達、指示は最後まで聞き取る。 

（２）指示に従い、無言ですばやく行動する。 

（３）窓や戸はしめる。持ち物はそのままにして、上履きで出る。 

（４）煙の発生があるときは、ハンカチなどで煙を防ぎ、低い姿勢をとる。 

（５）手をポケットに入れない。室内は走らない。人は押さない。追い越さない。 

（６）外に出たら、駆け足で集合場所に行き、友達の確認をして点呼を受ける。 

８．当日の係 

 ○出火場所発見者  ○初期消火活動担当2名(非常電話携帯)  

 ○緊急放送（教頭）  ○関係機関連絡（校長、事務）   

 ○非常持ち出し（事務、管理職 ※今回は確認のみ） 

 ○消火器訓練（各学級生徒２名）…担任が決定して教頭に報告 

 ○救護（養護教諭）  ○上履き拭き用ぞうきん準備（各学年教員１～２名） 

 ○校舎内最終点検（教頭） 

 ○消火器訓練(各学級２名を選び、担任は教頭へ報告) 

  １年生  ２年生  ３年生  

   

   

９．当日の避難経路
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地震避難訓練（実施計画） 

１．目 的 

  地震発生に際し、生命安全を守るために生徒個々及び集団が迅速且つ適切な行動ができる  よ

うに訓練を行う。 

２．本時のねらい 

（１）発生した地震に対し、生徒が迅速かつ適切に、しかも安全に避難して生命を守る行動ができる

ようにする。 

（２）規律ある集団行動の訓練を通し、防災に対する意識を高める。 

３．日 時 

         年  月  日（  ） ○ 校時（○：○○～ ） 

４．想 定 

   （  ）時（  ）分に地震発生、［放送等で発生の合図を送る］ 

５．訓練参加者（生徒；   名、教職員   名） 

６．日程及び訓練内容 

（１）地震発生時の合図として放送等で知らせる。 

・各教室の担当教員は、合図後に生徒を机の下に入るよう指示する(頭を防御する姿勢)。 

・各担当は、約１分後に生徒を教室のローカ側に移動させる。 

（２）避難誘導の放送 

   「地震が発生しました。」 

「現在は振動が収まっています。先生の指示に従って避難を始めてください。」 

・職員室にいる教員が避難経路の状態を確認し、２階東ローカへ移動し、教室にいる教員に避難

経路 を伝達する。 

（３）避難開始 

・教室の教員は、ローカの教員の指示にしたがって生徒を誘導し避難させる。 

（地震発生時の避難方法・経路・場所について、事前に生徒へ周知させておく） 

・出入口に近い生徒から物を持たずに避難させる。(上ばきのままで外へ) 

（避難行動は、教員の指示に従い、安全を確かめながら迅速に行動する。） 

※肢体不自由の生徒は、車いす又は教員が背負い避難する。 

（４）避難場所（保健室東側グラウンド）へ集合・整列 

・避難場所（校舎から距離をおく）に到着後、その場にクラス別に整列し腰をおろす。 

  ・校内放送…教頭、 （消防署…事務 ※火災を伴う場合）、 市教委…校長 

  ・非常持ち出し…事務、管理職（今回は確認のみ） 

 ◎避難経路 

  ・北舎１階→運動場           ・北舎２・３階→北舎東階段→運動場 

  ・南舎１・２階→南舎西階段→生徒玄関→（南舎南側をとおり）運動場 

 （５）代表委員が生徒数を確認し学級担任へ報告。学級担任は校長へ避難完了の報告。 

    「○年○組、全員退避しました。」＜代表委員→学級担任→校長＞ 

 



（６）講評（校長、南国市消防署）…司会進行（教務） 

（７）訓練終了後、上履きを拭いて各教室にあがる。 

     （ ３年…西足洗い場、 ２年…東足洗い場、 １年…南舎東から ） 

７．避難態度・行動上の指導事項 

（１）放送や伝達、指示は最後まで聞き取る。 

（２）指示に従い、無言ですばやく行動する。 

（３）持ち物はそのままにして、上ばきのまま移動する。 

（４）煙の発生があるときは、ハンカチなどで煙を防ぎ、低い姿勢をとる。 

（５）手をポケットに入れない。室内は走らない。人は押さない。追い越さない。 

（６）外に出たら、駆け足で集合場所に行き、友達の確認をして点呼を受ける。 

 

８．当日の係 

 ○緊急放送（教頭）   ○避難場所確認３名   ○関係機関連絡（校長、事務）   

 ○非常持ち出し（事務、管理職 ※今回は確認のみ） 

 ○救護（養護教諭）  ○上履き拭き用ぞうきん準備（各学年教員１～２名） 

 ○校舎内最終点検（教頭） 

 

９．当日の避難経路 
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震災編 

１ 地震発生時の教職員の初動行動についての確認事項 

(1)予想されている次期南海地震はマグニチュード８ .４前後 の巨大地震であり、いつ起こってもお

かしくない地震である。地震調査研究推進本部の発表では、地震発生確率が３０年以内に６０％

程度、南国市は震度６強～７の地震動が予測される。 

(2)南国市内は地盤が軟弱な河川流域の平野部に人口が集中しているため、液状化による家屋倒壊な

どで大規模な被害が発生する可能性がある。地震発生後全ての海岸線に津波が押し寄せ、その高

さは６～８ｍ、所によっては最大16ｍの非常に高い津波高が予測される。 

(3)本校の南・北校舎、体育館、技術棟は、現行の耐震基準（昭和５６年７月以降の耐震基準）を満

たしている。基準では、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保

することに主眼がおかれ、『震度６強以上の地震で倒れない建物』となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)課業中に地震が起こった場合、いつ起こっても対応できるよう、日ごろから教職員一人ひとりが

役割を理解するとともに、災害時は、生徒の命・安全を守るため、積極的に行動する。 

(5)地震発生時の教職員の行動の流れは次の通りである。（ 流れ図参照） 

①地震発生時は、自分自身の安全の確保と共に、生徒にも安全確保のための的確な指示を行う。 

②揺れがおさまったら、火の始末をすること。特に、調理室や理科室のガスなど、熱源となるもの

は、元栓やコンセントから切る。 

③授業中（部活動や放課後学習室）など、生徒が直接管理下にある場合は、生徒への対応等に専念

し原則として、その場から離れない。生徒を落ち着かせるとともに、負傷者がいる場合は、応急

処置を行う。避難指示の緊急放送又は伝達があるまで、原則として生徒とともにその場所で待機

する（ 隣の教室等との連携は可）。生徒対応がない教職員は、情報収集を行いながら、職員室

に参集する。 

④始業前や休み時間、放課後など、生徒が間接的な管理下にある場合には、あらかじめ生徒に対応

方法を指導しておく。教職員が発生時に教室・廊下等にいる場合は、周囲の生徒を落ち着かせる

とともに、負傷者がいる場合は、応急処置を行い、その場所で待機する。その他の教職員は、次

の対応をする。 

・学級担任は教室に向かいながら情報収集や生徒の対応を行う。 

・他の教職員は、情報収集を行いながら、職員室に参集する。  

⑤職員室では、集まった情報を元に、生徒・教職員の負傷・建物の損壊状況を把握するとともに、

・平成 ８年８月（体育館）増改築工事を行う。  

・平成１５年８月（北舎）耐震工事を行う。 

・平成１６年８月（南舎）耐震工事を行う。 

・平成１７年８月 第１期（北舎）大規模改修工事を行う。 

・平成２１年７月 第２・３期（南舎、美術・技術棟）大規模改修工事を行う。 

＊平成２６年３月 防災貯水槽設置 

＊平成２７年３月 防災倉庫設置 

＊平成３０年３月 プール見学台（部室）及び体育館西倉庫の撤去。ブロック塀のフェンスへ

の改修 



今後の被害の予測、教職員への役割の指示（救援）、避難指示の検討・決定を行う。 

⑥避難指示が決定されたら、緊急放送又は職員室にいる教職員が分担して、教室等への情報伝達、

避難誘導ポイントへの配置を行う。 

⑦緊急放送又は伝達を受けた各教室等では、生徒に的確な指示し、避難誘導を行う。 

⑧情報伝達係は、校舎内の残留生徒の確認を行うこと。 

⑨教室等から誘導し運動場に到着した教職員は、管理職に到着を報告する。 

⑩学級担任は運動場で、生徒名簿（出席簿）等に基づき、生徒の安否確認を行う。 

 

２ 緊急地震速報に伴う校内放送が流れた場合の行動について 

(1)本校の地震津波警報機の緊急地震速報値は、震度４に設定されている。緊急地震速報（地震発生

数秒から数十秒前）が放送された場合は、生徒・教職員は身体の安全を確保できるように身構え

をする。教職員は、そのことを生徒に指示する。 

(2)緊急地震速報は、地震により最大震度5弱以上を推定した場合に、震度4以上と推定される地域 

名が気象庁からテレビやラジオなどを通じて発表される。これにより、地震が起きるまでのわ 

ずかの時間でも適切な対応をとることができれば、被害の軽減が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 生徒へ日ごろからの指示 

・頭を守る。・・・・・机の下にもぐり、机の脚をしっかりと押さえる。 

手やカバンで頭を覆う。 

・窓ガラスや壁から離れる。 

・火気を止める。 

 

○ 教職員の対応における留意事項 

・的確な指示 

・周囲の安全確認 

・生徒の人員確認 

・生徒に声かけ等での不安の除去 

・余震・二次災害への対応 

 

○ 生徒が間接的な管理下にある場合 

（始業前、休み時間、放課後） 

・分散して、校舎内を巡回し、生徒の安全を確保する。 

・生徒の人員を確保する。 

・必要に応じて、生徒をより安全な場所へ誘導する。 

  （運動場又は北舎北側） 

・負傷者がいる場合は、応急手当をする。 

 



３ 地震発生時における場所別の指示と生徒等の行動 

次の南海地震は、｢最初カタカタと上下に揺れた後、ユッサユッサと水平方向に揺れる｣と言われて

いる。 

場 所 教職員の指示 生徒等の行動 

普通教室 

 

｢机への下にもぐりなさい。 

｢姿勢を低くして、机の脚をつかみなさい｣ 

・机への下へもぐるなど、身の安全を守る。 

・部屋の中央に集まり、姿勢を低くして頭

部を保護する。 

特
別
教
室
（
普
通
教
室
の
指
示
に
加
え
て
） 

 

 

理科室 

 

調理室 

 

音楽室 

コンピュ

ータ室 

図書室 

（机への下にもぐりなさい） 

（姿勢を低くして、机の脚をつかみなさい） 

｢薬品棚から離れなさい｣ 

｢薬品等の危険な物のそばから離れなさい｣ 

｢食品棚から離れなさい｣ 

｢火・湯等の危険な物のそばから離れなさい｣ 

｢ピアノから離れなさい｣ 

｢ディスプレイ等の落下、飛び出しに注意｣ 

 

｢本棚から離れなさい｣ 

※教室の状況に応じて具体的に指示する 

（机への下へもぐるなど、身の安全を守る。） 

 

・アルコールランプ等の火を消す。 

・薬品・実験用品が入っている棚から離れる。 

・食器等が入っている棚から離れる。 

 

 

・ディスプレイ等の落下、飛び出しに注意する。 

 

・本棚から離れる。 

 

体育館 
｢体育器具や窓ガラスから離れて中央に集ま

り、姿勢を低くしなさい｣ 

・天井や窓からの落下物、体育器具の転倒

などに注意し、安全な場所に集まる。 

※揺れがおさまったら、北舎北側に避難する。 

運動場 
｢校舎、フェンスや遊具などから離れて、姿

勢を低くしなさい｣ 

・窓ガラスの飛散や外壁の倒壊、フェンス

等の転倒に注意する。 

・中央に集まり、姿勢を低くする。 

プール ｢プールの端に移動し、ふちをつかみなさい｣ 

・プールの端に移動し、プールのふちをつ

かむ。 

・揺れがおさまったら、速やかにプールか

ら出て、北舎北側に避難する。 

廊下・階段 「しゃがんで頭を守りなさい」 
・しゃがんで頭を守り、揺れがおさまって

から、教室にもどる。（落下物注意） 

トイレ  
・ドアを開き、頭部を保護し姿勢を低くする。

揺れがおさまってから、教室にもどる。 

※緊急地震速報の放送があった時、揺れが起こるまでの数十秒間に、教室の戸を開けるなど避難経路

を確保する。 



４ 組織・体制 

(1)学校災害対策本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総
括
本
部 

☆ 校 長 （西山） ① 

◎ 教 頭 （楮佐古） ② 

○ 主幹教諭（門田） ③ 

○ 学年主任（富岡） ④ 

        （町田） ⑤ 

       （秋山） ⑥ 

 

生
徒
対
応
班 

◎ 学年主任 

     １年  （富岡） 

      ２年  （町田） 

３年  （秋山） 

○ 授業担当教員 

◎ 授業外職員 

○ 不登校支援員 （仰木） 

○ 特別支援員 （野口） 

○ 図書館支援員（岡﨑） 

○ 用務員   （大野） 

避
難
誘
導
班 

安
否
確
認
班 

◎ 学年主任 

     １年  （富岡） 

      ２年  （町田） 

３年  （秋山） 

○学級担任 

１年Ａ組 （古賀） 

   Ｂ組 （安井） 

２年Ａ組 （島内） 

   Ｂ組 （濵田） 

３年Ａ組 （大久保） 

   Ｂ組 （田村） 

○ 学級副担任 

救
出
班 

◎ 教務主任  （田村） 

○ １年    （神原） 

○ ２年    （藤原） 

○ ３年    （山岡） 

救
護
対
策
班 

◎ 養護教諭  （都築） 

○ 不登校支援員（仰木） 

○ 特別支援員 （野口） 

○ 図書館支援員（岡﨑） 

○ 用務員   （大野） 

 



(2)本部・各班の活動内容 

 

(3)勤務時間外（休日・夜間等）の震災時における参集体制 

配備体制 配置基準 参集体制 

第１配備 

（注意体制） 

災害の発生が予想され、災害対策本部

を整える必要があるとき 

校長（西山）、教頭（楮佐古） 

学年主任（富岡）（町田）（秋山） 

第２配備 

（警戒体制） 

高知県中部で、震度４の地震が発生し

たとき 

校長（西山）、教頭（楮佐古） 

学年主任（富岡）（町田）（秋山） 

第３配備 

（非常体制） 

現に災害が発生し、相当規模の災害が

発生するおそれがあるとき 

校長（西山）、教頭（楮佐古） 

主事（菊池）、教務主任（田村） 

学年主任（富岡）（町田）（秋山） 

学級担任（古賀）(安井)（島内） 

（濵田）（大久保）（田村） 

第４配備 

（非常体制） 

高知県中部で、震度５弱以上の地震が

発生したとき 

（緊急非常体制） 高知県中部で震度５強又は相当規模

の災害が発生したとき 

校長（西山）、教頭（楮佐古） 

職員全員 

 

名称 主な対応 

総括本部 

・被害状況等を把握し、避難の実施方法を決定 

・避難経路の安全性を確認後、避難の指示 

・二次災害の情報収集、非常持ち出し品の搬出 

・教育委員会等の関係機関への連絡 

生徒対応班 

・生徒等の安全を確保し、生徒への的確な指示（押さない・走らない・ 

しゃべらない・戻らない）等 

・生徒の負傷の有無、負傷の程度、避難時の安全性の確認 

・二次災害の防止活動 

避難誘導班 

・分担して各教室に急行し、授業担当教員から生徒及び教職員の被害状況を

聞き取り、本部に報告 

・避難経路の安全性を確認、本部に報告後、生徒の避難誘導及び救助を必要

とする者の確認及び応急手当の実施 等 

・分散して各教室、トイレ、体育館等の残留生徒を確認 

安否確認班 

・運動場へ避難後、学級担任又は副担任は、担当クラスの人員点呼をとり、

負傷者及び行方不明者を学年主任に報告 

・学年主任は負傷者及び行方不明者を本部に報告 

・被害生徒の保護者への連絡 

救 出 班 

・負傷者の状況を確認 

・負傷者を救出 

・行方不明者の捜索 

・校内の警備 等 

救護対策班 

・負傷者への応急手当 

・負傷の状況を本部へ連絡 

・医療機関への連絡 等 



(4)教職員参集の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)留意点 

①自身や親族に重大な被害がある場合を除き、学校に参集し、生徒の安全確保及び救助・救援活動

にあたる。また、経路の被害が甚大で、学校に参集することが困難である場合は、一時的に自宅

近くの学校や避難場所の応援にあたるが、できるだけ早く学校に参集する。 

②参集するときは、原則として、徒歩・自転車等を利用する。服装は機能的なものを着用し、飲料

水、非常食、着替え、常備薬等を携行する。 

③参集できない場合は、参集できない理由等を学校へ連絡する。※連絡手段が遮断される場合もある。 

 

 

勤務時間外 

家族等の安否確認 

安全を確認 家族等にケガ・安否不明 

安否確認 
自宅等で応急処置・救助

（病院搬送等） 

参集準備（飲食品などを携行する） 

鳶中へ参集 



(6)教職員参集体制 

 

 

職名 氏名 居住地 所要時間 学校以外の参集場所 

校長 西山 知宏 いの町天王 

徒歩１５分 いの町立伊野南中学校 

教頭 楮佐古 卓也 香美市物部町 

徒歩４５分 香美市立大栃中学校 

主幹教諭 門田 淳子 南国市大そね 

徒歩 ５分 南国市立大篠小学校 

教諭 大久保 奈美 高知市一宮 

徒歩１５分 高知市立一宮小学校 

教諭 田村 元気 高知市北久保 

徒歩１０分 高知市立一宮中学校 

教諭 島内 佑多 香南市野市町 

徒歩 ５分 ポリテクカレッジ 

教諭 濵田 奈美 高知市横浜新町 

徒歩 ５分 高知市立横浜中学校 

教諭 山岡 進一 高知市鴨部 

徒歩 ５分 高知市立西部中学校 

教諭 秋山 文子 須崎市赤崎町 

徒歩 ５分 高知市立第四小学校 

教諭 町田 典彦 高知市高須 

徒歩１５分 高知市立高須小学校 

教諭 藤原 愛加 土佐市高岡町 

徒歩１０分 土佐市立高岡第一小学校 

教諭 富岡 由加 高知市一宮 

徒歩２０分 高知市立一宮小学校 

教諭 古賀 文啓 高知市大津 

徒歩１０分 高知市立大津小学校 

教諭 安井 花菜子 香美市土佐山田町 

徒歩１０分 香美市立楠目小学校 

教諭 神原 裕子 高知市福井東町 

徒歩１５分 高知市立旭東小学校 

講師 濱田 健一 南国市国分 

徒歩１０分 南国市立国府小学校 

栄養教諭 寺石 由依 高知市一宮 

徒歩１５分 高知市立一宮東小学校 

栄養教諭 
（講師） 岡村 実和 高知市神田 

徒歩１５分 高知市立鴨田小学校 

養護教諭 都築 ひろみ 長岡郡大豊町 

徒歩４０分 大豊町立大豊学園 

主査 菊池 真希 高知市大原町 

徒歩２０分 高知市立第四小学校 



５ 地震発生時の教職員の初動行動等についての流れ図 

※ 地震津波警報機の緊急地震速報は、最大震度５弱以上予測される地震が発生した場合放送され
る。緊急地震速報（地震発生２０秒前）が放送された場合は、生徒・教職員は身体の安全を確

保できるように身構えをする。教職員は、そのことを生徒に指示する。 

(1)発生時の基本対応 

 状 況 

時 系 

職  員  室 

管理職（校長・教頭） 授業外教員等 

 

災 

 

害 

 

発 

 

生 

 

 

 

 

 

避 

 

 

 

難 

 

 

 

 

 

 

待 

 

 

 

機 

 

発生直後の危険

回避 

 

 

 

状況確認 

 

 

 

避難誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員確認 

  探索 

＜発 生＞ 

 

 

 

 

 

・火災発生の有無       ・職員室内 

・避難経路の安全確認     ・職員室付近 廊下・階段等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆校長印・校印等 

                ・出席簿     ・薬品類 

 ・担架 等   ・マイライフ 

・引き取り名簿一覧 

 

 

 

第一報（放送） 

情報収集 

地震発生 指示（机の下）

に従って行動しなさい。 

被害状況の把握 

第二放送 

緊急避難指示 

地震は震度５弱 

先生の指示に従って、運

動場に避難しなさい。 

非常持ち出し指示 非常持ち

出し搬出 

救急用具

搬出 



(2)生徒が直接管理下にある場合（授業中・放課後学習室・部活動等） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揺れがおさまる 

避難場所決定と 

指示（運動場） 

避 難 誘 導 

生徒等の安全確保 

避難後の対応 

 （運動場） 

二次災害等の心配が

なければ教室へ移動 

教職員の対応 生徒への対応・留意点 

・頭部を保護 

・机の下にもぐり、机の脚を

しっかり持つように指示 

・出口の確保 

・火災など二次災害の防止 

・机の下にもぐるなど姿

勢を低くし、頭部を保

護する 

・安全が確認できるまでその

場を動かないように指示 

・避難経路、避難場所の安全 

確認 

・ハンドマイク等で避難指示 

・全校避難の指示 

 運動場へ避難する 

（体育館・プールの生徒は北

舎北側へ、安全確認後運動

場へ移動する） 

・｢おさない、はしらない、 

しゃべらない、もどらな

い｣を徹底 

・配慮を要する生徒への対応 

※肢体不自由の生徒は、車い 

す又は教員が背負い避難 

・トイレ、教室、体育館等 

に生徒が残っていないか 

確認 

・人員を確認、安全な位置に 

誘導し、落ち着かせる。 

・人員点呼と安否確認 

・負傷者の確認と手当 

・関係機関への連絡 

・情報収集 

・保護者引き渡しの判断 

・避難誘導、負傷者搬送

などの教職員の協

力・連携 

・マイライフ、生徒引き

渡し名簿の携帯 

避難後、津波発生の情報

があった場合は、校舎の

破損状況等を確認し北舎

３階に避難する 

・１年：音楽室 

・２年：生物室 

・３年：理科室 市教委への報告 

 

津波発生 



(3)生徒が登下校中の対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揺れがおさまる 

避 難 

生徒等の安否確認 

・校内巡視 

・通学路巡視 

・自宅確認 

安 全 確 保 

生徒等に関する情報

の集約 

市教委への報告 

教職員の対応 

全職員がいるとは限らな

い。その時の状況等に応

じて、対応をする。 

 

生徒への対応・留意点 

・姿勢を低くし、頭部及

び上半身を保護する 

・建物、ブロック塀、窓

ガラス、自動販売機等

から離れる 

 

・揺れがおさまったら、

近くの空き地や公園

など安全な場所に避

難する 

・校内に残っている生徒の安否 

確認及び保護を最優先 

・可能な限り通学路や自宅、避 

難所を確認する 

・学校で保護した生徒の保護者 

への連絡 

・保護者と連絡が取れない場合 

  は学校で保護 

・避難後、学校・自宅の

近い方へ移動する 

・津波警報が出た場合は、 

解除されるまで避難場 

所を動かない 

マイライフに、通学路

及び家族で決めている

避難所を記載 

 

津波発生 

生徒の家庭への引き

渡し 



(4)校外活動時の対応 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揺れがおさまる 

避 難 誘 導 

生徒等の安全確保 

学校への連絡 

（市教委への連絡） 

生徒への対応・留意点 

・姿勢を低くし、頭部及び

上半身を保護する 

・建物、ブロック塀、窓ガ

ラス、自動販売機等から

離れる。 

・パニックにならないよう 

に、声をかけ安心させる 

★あらかじめ次のことを確

認しておく 

・その地域の避難場所等の

必要な情報 

・家庭、学校等への連絡方

法 

 

・揺れがおさまったら、場所 

によって情報を集めながら, 

安全な場所へ避難の指示 

・海岸部や津波被害の危険性 

がある地域では、速やかに

高台や十分な強度のある建

物の３階以上へ避難 

・生徒等の不安を取り除く声 

かけ 

・人員の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・乗り物に乗車中の場合は、 

乗務員の指示に従う 

・施設利用時は係員の指示 

に従う 

・山間部では、平地へゆっ 

くり移動する 

・状況に応じて、地域の方 

に助けを求める 

・学校等への状況報告 

・校長からの指示を受ける。 

 

教職員の対応 

・状況の確認と的確な指示 

・倒壊物、落下物への注意・ 

指示 

・乗り物に乗車中の場合は、 

乗務員の指示に従う 

・施設利用時は係員の指示に 

従う 

 

 

津波発生 

・学校は保護者へ状況を連 

絡する 



(5)生徒が在宅中の対応 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                

        

 

 

 

 

揺れがおさまる 

避 難 

生徒等の安否確認 

・自宅等での 

確認 

・避難場所等の 

確認 

安 全 確 保 

校内施設の被害状況

確認 

生徒等に関する情報

の集約 

市教委への報告 

生徒への対応・留意点 

・身を低くし、頭部及び

上半身を保護する 

・指定されている場所へ

避難する 

・津波注意報・警報が発

令された場合や海岸

部津波被害の危険性

がある地域では、高台

や十分な強度のある

建物の３階以上へ避

難する 

・高知県中部で震度５強又は相当 

規模の災害が発生したとき第 4 

配備緊急非常体制、できるだけ, 

早く学校へ参集する 

（原則として、徒歩・自転車等を 

利用） 

・教職員による打ち合わせ 

・教職員の安否確認 

・地区別生徒名簿、マイライフ 

・全職員が参集できるとは限らな

い。その時の状況に応じて、適切

に対応をとる 

 

学校等へ参集 

（教職員） 

教職員の対応 

 

・避難所として体育館が指定

されている。対応について

は、南国市地域防災計画（地

震災害対策編）避難所開設・

運営マニュアルに沿って運

営する。 

※体育館以外の解放場所 

・北舎２階西ホームベース 

・南舎２階東西ホームベース 

（状況により普通教室の開放

を検討する） 

・解放禁止区域は、北舎１階、

３階、南舎１階とする。 

※災害時等の体育館開放は、

管理職又は市役所職員、緊急

時の対応者である。 

○緊急時の対応者 

鍵の保管者：岡林徳繁  様 

住：東崎 587 

 

津波発生 

・教職員による打ち合わせ 

・今後の対応等 



(6)生徒の保護者等への引き渡しについて 

津波警報、注意報が解除されるなど安全が確認され、保護者等が引き取りに来るまで、生徒は 

学校で保護する。（生徒を宿泊させる場合もある。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き渡しの実施 

（下記参照） 

保護者への連絡 

 

・あらかじめ引き渡し方法等 

を知らせておく（別紙参照） 

・保護者不在の生徒への配慮 

・伝言ダイヤル「１７１」 

（イナイ）の利用 

・鳶ｹ池中ホームページ 

・メール配信 ・引き取り者は、名簿に

署名をする 

・保護者への連絡がとれ

ない場合、生徒を引き

続き保護する 

その場合、生徒の心の

ケアを心がける 

・引き渡し名簿により確認

し、引き渡す 

引き渡し方法（正門付近に生徒引き渡し手順と場所を掲示） 

(1) 生徒は、運動場（体育館）に学年・学級ごとに集合する。保護者は指定の場所で待機する。 

(2) ハンドマイク等の指示で引き渡し開始 

・ 学級担任に名前を告げて、引き渡し名簿一覧表で確認し引き渡す。 

・ 兄弟姉妹がいる場合は、低学年の生徒から引き渡す。 

・ 負傷した生徒は、養護教諭が直接確認し引き渡す。その後、学級担任に報告する。 

 

・徒歩又は自転車で来 

 てもらうよう伝える 

被害状況把握 

校区の状況把握 ・施設の被害状況調査 

・安全確認、危険箇所の立入

禁止措置 

・通学路とその周辺の被害状

況把握   

・校区内の家屋の損壊、交通

機関等の状況把握 

下校等の判断 

・帰宅か保護か 

・地区別集団下校か 

引き渡しか 

引き渡す 

家庭で引き取り者の

優先順位を決めてお

き、学校も把握して

おく 

教職員の対応 

 

留意点 

 



①引き渡しカード   ※２セット以上を別々の保管場所に置いておく 

 

 

②生徒引き渡し名簿一覧 

（  ）年（  ）組 

No 生徒氏名 保護者氏名 保護者以外の引き取り者氏名 生徒との関係 引き取り者サイン 

１ 

  ①  

②  

③  

①  

②  

③ 

 

 

 

２ 

  ①  

②  

③  

①  

② 

③ 

 

 

 

３ 

  ①  

②  

③  

①  

②  

③ 

 

 

 

４      

５      

30      

 

 

 

学 年   組  生 徒 氏 名  

住    所  地区名 
東部・西部・後免野田 

○印を！ 

保 護 者 名  電話 （   ） 

兄 弟 姉 妹   年  組 氏名 年  組 氏名 

緊急時の連絡先  

電  話（   ） 

携帯電話 

 

引 き 取 り 者 

①  

②  

③  

生徒との関係 

①  

②  

③  

避 難 場 所  特 記 事 項  

引き渡し日時  月  日  時  分 教 職 員 名  



６ 保護者への連絡方法 

(1)災害伝言ダイヤル｢１７１｣（イナイ）の利用 

大災害発生時には、安否確認・問合せ等の電話が増加し、電話回線が混雑することで学校と保護者

の連絡が困難になることが予想される。そこで、保護者への対応として、ＮＴＴが設置する「１７１

（災害用伝言ダイヤル）」を利用することで、安否情報等の伝達の向上を図ることができる。このシ

ステムは、被災地内の電話番号をメールボックスとして、安否等の情報を音声により伝達するもので

ある。 

震度６弱以上の地震発生時等にテレビやラジオ等でＮＴＴが「１７１」を設置したことや利用方

法・伝達登録エリア（都道府県単位）等が知らされる。固定電話や携帯電話等のあらゆる電話から接

続・利用が可能となる。 

 

①伝言の登録の仕方 

 「１７１」→ ガイダンス →「１」→「０８８－８６４－２６７８」→「録音」 

◇ダイヤル「171」の後に「1」、電話番号、市外局番を忘れずに、伝言内容は 30秒以内 

※伝言保存期間  録音してから 24時間 

 ※通話料が発生する。 

     例１「南国市立鳶ｹ池中学校です。登校している生徒は全員、校内に避難しています。       引

き取り者の方がお迎えに来るまで、生徒は学校で保護します。」 

例２「南国市立鳶ｹ池中学校です。生徒数名がけがをしましたが軽傷です。登校している  生

徒は全員、校内に避難しています。引き取り者の方がお迎えに来るまで、生徒は   学校

で保護します。」 

 例３「南国市立鳶ｹ池中学校です。学校の再開については現在検討中です。学校から連絡がある

まで自宅で待機してください。」  

②伝言の再生の仕方 

「１７１」→ ガイダンス →「２」→「０８８－８６４－２６７８」→ メッセージを聞く 

◇ダイヤル「171」の後に「2」、学校の電話番号の市外局番を忘れないこと 

  ※通話料が発生する。 

 

(2)メール配信及び学校ホームページの活用 

 

※留意点 

  学校の施設・設備の破損状況により、情報発信ができない場合も想定される。復旧次第発信を行

う。 

 

 

 

 

 

 



７ 生徒の心のケアについて ① 

大災害や事故等で、肉親を失ったり家屋に被害を受けたりすると、生徒によっては、表面的に

は普通と変わりなく見えるが、心の奥深いところには、心的外傷の問題としてダメージが大きく

残り、このことがその後の社会生活をしていくうえで心に様々な影響を及ぼすことがある。 

 このため、生徒の心の傷を癒すには、専門的な視点からの継続的、長期的な心のケアが必要と

なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肉親を失う・家屋に被害等 

回 復 

ＰＴＳＤ 

（心的外傷後ストレス障害） 

 

・災害の光景の夢を何回も見る 

・恐ろしい体験に関係した事柄をさけよう

とする 

・興味の減退、物忘れ、集中力の欠如等が

 
温
か
い
気
持
ち
で
接
し

 

 
専
門
家
へ
の
相
談
を
勧
め
る

 

教 職 員 の 対 応 教 職 員 の 対 応 強いストレス 

（心の傷） 

医師・カウンセラー等の 

地地震震発発生生！！ 

 

生徒には、希望が持てるよ

うな具体的な声がけをす

ることが大切である。 



８ 生徒の心のケアについて② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害から２～３日 

急性反応期 

災害から１週間程度 

身体反応期 

災害から１か月程度 

精神症状期 

災害から１か月以後 

心的外傷後ストレス

災害から数か月後 

遅発性ＰＴＳＤ 

・不安と恐怖を強く訴え、抑う

つ、不安感、絶望感、引きこ

もり等、著しく重い症状が現

れる 

・頭痛、腹痛、吐き気等の身体

的症状が現れる 

・集中力がなくなる、うつ状態、

あるいは、躁うつの両面が交

互に現れるなどの精神的症状

が現れる 

・災害の光景の夢を何回も見る 

・恐ろしい体験に関係した事柄

をさけようとする 

・興味の減退、物忘れ、集中力

の欠如等が起こる 

・孤立傾向が強まり、神経質に

なる 

・頭痛、腹痛、食欲不振等の生

理的反応が生じる 

・よく眠れないなどの症状が現

れる 

・生徒の悩みや願いを共感的に

受けとめる 

・元の状態に必ず戻るというこ

とを伝え、安心させる 

症  状 対  応 
・数か月後にＰＴＳＤの症状が

現れる 

・生徒の安全を確保できる場所

や状況の確保 

・外傷等の手当 

・食料品等の確保 

・身体検査等の実施による必要

な処置 

・生徒の悩みや願いを共感的に

受けとめる 

・元の状態に必ず戻るというこ

とを伝え、安心させる 

 

アニバーサリー反応 
・災害が発生した日が近づくと、

不安定になるなど、種々の反

応が表れる 

・早期に、精神科医等の専門家

の受診を勧める 

・生徒の悩みや願いを共感的に

受けとめる 

・元の状態に必ず戻るというこ

とを伝え、安心させる    

・友だちと遊んだり話したりす

る機会をつくる 

     

・保護者等と連携して、日ごろ

から生徒を観察し、症状が現

れた時は話を聞くなど、安心

させる 

・精神科医等の専門家の受診を

勧める  

・保護者等との連携により、生

徒の不安を少なくする 

災害後、生徒等に現れる可能性のある症状とその対応 

地地震震発発生生！！  



９ 学校等再開に向けた対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害実態調査 

教育委員会等との協議 

家庭訪問・仮登校 

・生徒及び家族の安否確認及び住居の被害状況確認 

・教職員及び家族の安否確認及び住居の被害状況確認 

・学校施設等の被害状況確認 

・ライフラインの被害状況確認 

・通学路及びその近隣の被害状況確認 

・校舎等の被害に対する応急措置 

・校舎等の危険度判定調査 

・ライフラインの復旧   ・仮設トイレの確保 

・生徒の心理面への影響確認 

・教室の確保（他施設の借用、仮設教室の建設） 

・通学路の安全確保 

・避難した生徒等の就学手続きに関する臨時的措置 

・教科書・学用品等、救援物資の受け入れ・確保 

・避難所における運営の支援 

  留 意 事 項 

・校舎施設・設備の復旧、仮設教室建設 

・授業形態の工夫 

・教職員の配置、不足教職員に対する授業等への対応 

・教科書・学用品等の調達・確保 

・学校給食の再開 

・学費の援助等の支援 

・授業再開に向けた日程の協議 

・欠時数の補充と授業の工夫 

・水道水等の保健衛生の措置 

・生徒の心のケアの体制整備 

 

・生徒の心理面の状況把握 

・登校生徒の確認と学級編成 

・避難した生徒の把握 

・生徒の具体的な被害状況確認（教科書・学用品等） 

・保護者への連絡方法の確認 

 

授業再開にむけた教育

委員会等との協議 

学校教育の再開 

地地震震発発生生！！  



10  防災関係機関連絡先一覧 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会    電  話    Ｆａｘ    備  考 

小 中 学 校 課 088-821-4735 088-821-4926  

学 校 安 全 対 策 課 088-821-4534 088-821-4546  

スポーツ健康教育課 088-821-4751 088-821-4849  

東部教育事務所 0887-34-3591 0887-34-3592  

中部教育事務所 088-893-6166 088-893-6167  

西部教育事務所 0880-35-5981 0880-34-3921  

南国市    電  話    Ｆａｘ 備考（ＰＨＳ電話等） 

学 校 教 委 課 088-880-6568 088-880-6201 070-6652-9466 

幼 保 支 援 課 088-880-6562 088-880-6201  

生 涯 学 習 課 088-880-6569 088-880-6201  

危 機 管 理 課 088-880-6575   

中 央 市 民 館 088-864-3220   

西 部 児 童 館 088-863-1515   

東 部 児 童 館 088-863-5209   

サ ン サ ン 長 岡 088-863-2844   

野 田 公 民 館 088-864-1540   

長岡西部公民館 088-863-4559   

保健福祉センター 088-863-7373   

関係機関    電  話    Ｆａｘ 備  考 

 南国消防署（本部） 088-863-3511 119  

南国消防署（北部） 088-862-1333 119  

南 国 警 察 署 088-863-0110   

中央東福祉保健所 0887-53-3171 0887-52-4561  

高知大学医学部 088-866-5811   

Ｊ Ａ 南 国 病 院 088-863-2181   

高知医療センター 088-837-3000 088-837-6766  

高知赤十字病院 088-822-1201   



北朝鮮によるミサイル発射時の避難行動マニュアル 

 

１ 趣旨 

  有事の際に敏速な避難行動を規定し、それを基準にして、着弾地点・時刻などの情報に対して、

臨機応変な対応に資する。 

 

２ ベースとなる避難行動 

（１）Ｊアラートによるミサイル発射速報 

  ① 校長室にいる職員は、ただちにテレビをつける。 

  ② 校内放送または肉声にて全校生徒に指示 

    「緊急避難命令 生徒・教職員は、ヘルメットを着用して、「緑の広場」に速やかに集合。・・・・

（くりかえし）・・・・・・・。」 

  ③ 運動場や体育館で活動している生徒も、ただちに教室にもどり、ヘルメットを着用して、「緑

の広場」に集合する。 

  緑の広場は、緊急避難命令発令後３分以内で完了させる。 
（２）避難してきた生徒・教職員にミサイル発射に対する対応であることを告げる。 

   緊急避難命令発令から４分以内で完了させる。 
（３）生徒に低い姿勢をとらせる。教職員はそのまわりを囲むように、机などの盾となるものをガラ

ス窓側に設置する。 

（４）着弾がなく、上空を通過した場合 

   報道や行政による安全確認ができ次第緊急避難命令を解除する。 

（５）着弾があった場合 

  Ａ 遠方への着弾 

① ミサイルの種類に関する情報（規模や有毒ガスなど）を収集する。 

② テレビ等の安全確保に関する方法を収集し、鳶ヶ池中への被害が及びそうな場合は、可能

な限り遠方への避難行動を実行する。 

Ｂ 近隣への着弾 

   ① 着弾の衝撃による負傷者の確認。 

     →負傷者のいる場合は、養護教諭を中心に地震対策の救護班による救急活動を開始する。

また、同時に救急車の手配を行う。 

② ミサイルの種類に関する情報（規模や有毒ガスなど）を収集する。 

③ 火災などの情報にも注意する。火災による危険が迫る場合は、できるだけ着弾地点から離

れる行動をとる。 

 


